
令和７年３月２８日   

 

輸入加糖調製品の売渡等申込者 各位 

 

独立行政法人農畜産業振興機構   

特産調整部輸入調整第二課長   

   

令和７年４～６月の輸入申告に係る機構への売買申込みについて 

 

 

平素は、当機構の業務運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の売買申込みに係る取扱いは、以下のとおりとなりますので、ご承知お

きください。 

 

１．４月以降の輸入申告に係る機構への売買申込みについて 

 

 ・法令により、４～６月期は、新たな加糖調製品糖平均輸入価格の適用期間とな

ります。 

 ・４～６月の輸入申告分に係る申込入力は、３月２８日から行うことができますが、

承諾書の発行は４月以降となります。 

 ・３月２８～３１日の申込入力については、①３月中の輸入申告分と、②４月以降

の輸入申告分で平均輸入価格が異なることから、輸入申告日を必ずご確認くだ

さい。（３月２９～３０日は行政機関の休日のため、３月中の輸入申告分の承諾書

は発行できません。） 

 ・なお、システムメンテナンス等のため、下記の時間帯で売買用 Web サイトがご

利用できません。 

     ３/２９（土）   ９：００  ～  １５：００（予定） 

   ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 ・３月中に輸入申告を行う予定で承諾を受けたものが、何らかの理由により、４月

以降の輸入申告となった場合、税関において無効と判断され、輸入許可がされ

ないこととなります。輸入申告日が４月になることが判明した場合は、速やかに

機構担当へ連絡してください。 

 

２．関税の暫定税率について 

 



 ・機構売買対象ラインのうち５ライン（１８０６．１０－１１０、１８０６．２０－１２１、  

１９０１．９０－２１９、２１０６．１０－２１９、２１０６．９０－２８４）について、関税定

率法等の一部を改正する法律案が施行された場合、令和７年度（４月１日～３月

３１日）に適用される暫定税率（関税）が引き下げとなり、機構に納付する調整金

は前年度より増額となります。なお、現行の負担水準（関税と調整金を合わせた

額）については変更ありません。 

 

 【参考】調整金の負担割合（税率相当：従価税換算） 

（  HS コード    ： 令和６年度 → 令和７年度 ） 

１８０６．１０－１１０ ：  ９．４％  →  １０．８％ 

１８０６．２０－１２１ ：  ７．１％  →   ８．１％ 

１９０１．９０－２１９ ：  ７．５％  →   ８．６％ 

２１０６．１０－２１９ ： １３．３％  →  １５．２％ 

２１０６．９０－２８４ ：  ７．５％  →   ８．６％ 

 

 

 

                                                 （問い合わせ先） 

独立行政法人農畜産業振興機構 

特産調整部輸入調整第二課 

ＴＥＬ  ：  03‐3583‐8775 

ＦＡＸ  ：  03‐3583‐8762 

メールアドレス  ：  alic‐chosei01@alic.go.jp   


